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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 基本理念 

本市では、第三次計画において、すべての住民が住み慣れた地域でいつまでも生活

していきたいと思えるようなまちとなることを目指して、基本理念を『だれもが住み

慣れた地域で生き生きと暮らせるまちづくり』と定め、地域福祉を推進してきました。 

本計画では、第三次計画の基本理念を継承しつつ、地域共生社会※の実現に向け、次

の理念に基づき地域福祉の推進に取り組んでいきます。 

 

 

だれもが住み慣れた地域で 

共に生き生きと暮らせるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地

域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 
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２ 地域福祉圏域 

本市における地域福祉圏域とは、従来から日常生活を営むうえでの共同体として機

能してきたそれぞれの地域（岩国、由宇、玖珂、本郷、周東、錦、美川及び美和）が

基礎となり、第三次計画のもと地域福祉活動においても様々な取組が進められてきま

した。 

近年の我が国に見られる過疎化や人口減少傾向などの社会問題は本市においても例

外ではなく、地域福祉の担い手不足につながっていく要因となることが懸念されます。 

そのような状況であっても、第四次計画の基本理念を「だれもが住み慣れた地域で

共に生き生きと暮らせるまちづくり」とすることは、従来の身近な生活圏域での地域

福祉活動とあわせて、近隣地域との共同活動、広域での連携した組織づくりなども今

後は検討していく必要があります。 

 

 

 

本市における地域福祉圏域（イメージ）   
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第三次計画策定時（Ｈ27（2015）年）と第四次計画策定時（Ｒ２（2020）年）の圏域人口比較表 

 

 

平成 27年 
（2015） 

（人） 

令和 2年 
（2020） 

（人） 

増減数 

（人） 
増減率 

岩国地域 97,525  92,338  ▲ 5,187 ▲ 5.3% 

由宇地域 8,619  8,124  ▲ 495 ▲ 5.7% 

玖珂地域 10,783  10,453  ▲ 330 ▲ 3.1% 

周東地域 13,021  11,838  ▲ 1,183 ▲ 9.1% 

錦地域 2,849  2,372  ▲ 477 ▲ 16.7% 

美川地域 1,157  925  ▲ 232 ▲ 20.1% 

美和地域 4,192  3,725  ▲ 467 ▲11.1% 

本郷地域 926  761  ▲ 165 ▲17.8% 

合計 139,072  130,536  ▲ 8,536 ▲ 6.1% 

※資料：住民基本台帳（各年４月１日時点） 

 

本市における地域の圏域 
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３ 基本目標 

本計画の基本理念「だれもが住み慣れた地域で共に生き生きと暮らせるまちづくり」

を実現していくため、５つの基本目標を設定しました。 

 

（１）地域福祉を推進するための意識の醸成 

だれもが、地域の課題に関心を持ち、主体的に参画しながら解決につなげることが

できるよう、地域での助け合いや見守りの活動に積極的に取り組み、住民同士がコミュ

ニケーションを図ることで、みんなで支えあう地域を目指します。 

 

（２）地域福祉を推進するための地域資源の活性化 

地域福祉に関わる活動を行う担い手の育成や、活動に取り組みやすくするための環

境の整備、地域福祉に関わる様々な活動を広く周知することにより、活動への興味を

促し参加者を増やす取組を行います。 

また、地域に点在する人、場所、物及び地域で取り組んでいる活動を、地域福祉を

推進するための資源として有効活用します。 

 

（３）地域福祉の推進に取り組む団体の応援 

地域の福祉課題を解決するためには、市と自治会、ＮＰＯ、ボランティアグループ

などが、協働して連携を図りながら活動を進めていくことが必要です。地域福祉の推

進に取り組む団体が継続的かつ元気に活動できるよう支援し、地域における様々な活

動団体がお互いの役割を効果的に果たすよう地域福祉のネットワークの構築を目指し

ます。 

 

（４）地域福祉の課題の解決に向けた相談支援体制の強化 

複合化した問題により、解決が困難な悩みや生活上の問題について、だれもが気軽

に相談でき、解決につながる支援ができるような仕組みづくりを行います。また、切

れ目のない相談支援を行うため、地域団体との連携や関係機関との情報の共有化を図

ります。 
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（５）安全・安心に暮らせる環境づくり 

日頃から地域の助け合いを進め、災害時においても対応できる仕組みづくりを推進

するとともに、福祉サービスや権利の保障、ユニバーサルデザインやバリアフリーに

配慮した施設整備を促進し、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる

環境づくりを目指します。 
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４ 計画の体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 課題 ］ ［ 基本目標 ］ 

①隣近所の住民とのコミュニケーションの促進 
②住民参加の促進 
③地域での「助け合い」の促進 
④地域の見守りの促進 
⑤寄附文化の醸成 
⑥福祉教育の推進 

１ 地域福祉を推進
するための意識
の醸成 

２ 地域福祉を推進
するための地域
資源の活性化 

①地域福祉の担い手の育成 
②高齢者の社会参加の促進 
③ボランティアへの参加の促進 
④地域の交流の促進 
⑤学校と地域との連携促進 
⑥遊休施設や社会福祉施設などを活用した拠点の整備 
⑦地域の子どもを地域全体で育てる環境づくり 
⑧交通弱者の支援 

３ 地域福祉の推進
に取り組む団体
の応援 

①岩国市社会福祉協議会の活動支援 
②自治会等の地域福祉にかかわる団体の活動支援 
③民生委員・児童委員及び福祉員の活動支援 
④ＮＰＯや市民活動団体の活動支援 
⑤サロンの活動支援 

４ 地域福祉の課題
の解決に向けた
相談支援体制の
強化 

①包括的な相談支援体制の推進 
②様々な悩みや生活上の困難を抱える人への支援 
③福祉に関する情報発信の充実 
④地域の情報の共有 

５ 安全・安心に暮
らせる環境づく
り 

①災害時要援護者の支援体制 
②多様な福祉サービスの確保・質の向上 
③ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した
まちづくり 

④権利擁護事業、成年後見制度の普及促進 

岩国市成年後見制度利用促進基本計画 

岩国市再犯防止推進計画 


